
※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。

平成３１年２月５日

津　市　公　報 第　　３１５　　号

津市選挙管理委員会告示

津市公職選挙執行規程の一部の改正

津市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の一部の改正

津市選挙投票区の一部の改正

津市教育委員会告示

津市教育委員会の招集

津市上下水道事業告示

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

津市公告

平成３０年度津市営住宅随時補充入居者の募集

開発行為に係る工事の完了

建設工事等の事後審査型条件付一般競争入札の執行

認可地縁団体の告示事項の変更

津市告示

放置自転車の撤去及び保管

認可地縁団体の告示事項の変更

津市議会臨時会の招集

津市規則

目　　　次

津市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則



 津市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

  平成３１年１月２９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市規則第１号 

   津市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する

規則 

津市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成１８年津市規則

第２７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第５イの表中 

 

５４  ５３  

５４  ５３  

５４  ５３  

５４  ５４  

５４  ５４  

５４  ５４  

５５  ５４  

５５ を ５４ に改める。 

５５  ５４  

５５  ５５  

５５  ５５  

５５  ５５  

５６  ５５  

５６  ５５  

５６  ５５  

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の津市職員の初任給、昇格、昇給

等の基準に関する規則の規定は、平成３０年４月１日から適用する。 

「 「

」 」 



津市告示第９号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項に基づき撤去し、保管している自転車について、同条例第１６

条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成３１年１月２３日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成３１年 １月 ４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３１年 １月 ８日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３１年 １月 ９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３１年 １月１０日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３１年 １月１１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成３１年 １月１５日 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成８年津市告示第１０４号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成３１年１月２３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  南河路自治会 

  三重県津市南河路４３８番地 

  代表者 落合 勝彦 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
稲垣 和衛 

三重県津市南河路４５５番地 

変更後 
落合 勝彦 

三重県津市南河路４２９番地３ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３１年１月６日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第１１号 

 平成３１年第１回津市議会臨時会を次のとおり招集する。 

  平成３１年１月２８日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 招集の日 

  平成３１年２月４日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 

３ 会議の事件 

⑴ 専決処分の報告について 

⑵ 専決処分の報告について 

⑶ 専決処分の報告について 

⑷ 専決処分の報告について 

⑸ 専決処分の報告について 

⑹ 専決処分の報告について 

⑺ 専決処分の報告について 

⑻ 専決処分の報告について 

⑼ 専決処分の報告について 

⑽ 津市職員定数条例の一部の改正について 

⑾ 津市美杉総合文化センターの設置及び管理に関する条例の一部の改正に

ついて 

⑿ 津市立学校設置条例の一部の改正について 

⒀ 平成３０年度津市一般会計補正予算（第８号） 

⒁ 平成３０年度津市土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

⒂ 津市教育委員会委員の選任につき同意を得るについて 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２２年津市告示第４１号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成３１年１月２９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  大里野田町自治会 

  三重県津市大里野田町４０１番地１ 

  代表者 澤野 政泰 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
太田 哲男 

三重県津市大里野田町４９３番地 

変更後 
澤野 政泰 

三重県津市大里野田町９４２番地７ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成３１年１月６日の定期総会において選任

され、同月７日から就任することになったため。 



津市公告第１０号                                           

 津市営住宅の補充入居者を津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１

８年津市条例第２１５号。以下「条例」といいます。）第４条第１項の規定に

より次のとおり公募します。 

  平成３１年１月１６日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年度第４回市営住宅補充入居者募集 

１ 入居資格 

市営住宅に入居することができる者は、次の各号の要件を全て備える者と

します。 

 ⑴ 本市の区域内に住所を有する者若しくは住所を移転し、かつ、定住する

意思を有する者又は本市の区域内に勤務場所を有する者若しくは勤務場所

を有することとなることが確実な者であること。 

⑵ 同居しようとする者があるときは、その者が親族（婚姻の届出をしない 

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含みます。） 

であること。 

⑶ 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、

居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると 

認められる者でないこと。 

 ⑷ 入居申込みの日において、次に掲げる基準の収入である者 

  ア １５８，０００円以下（裁量階層世帯２５９，０００円以下） 

    裁量階層世帯とは、次の要件のいずれかに該当する世帯をいいます。 

   (ア) 障害者基本法第２条第１号に規定する障害者でその障害の程度が次

に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定める程度の者がある世帯 

    ａ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第５号の１級から４級 

までのいずれかに該当する程度 

ｂ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６ 

条第３項に規定する１級又は２級のいずれかに該当する程度 

ｃ 知的障害 ｂに規定する精神障害に該当する程度 

 (イ) 申込者が６０歳以上の者であり、かつ、同居予定者のいずれもが６

０歳以上又は１８歳未満の者のみである世帯 

 (ウ) 申込者又は同居予定者に戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦

傷病者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている身体

上の障害の程度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症ま

で又は同表第１号表ノ３の第１款症である者がいる世帯 

 (エ) 申込者又は同居予定者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者があ

る世帯 

 (オ) 申込者又は同居予定者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金



の支給等に関する法律第２条に規定するハンセン病療養所入所者等が

ある世帯 

 (カ) 申込者又は同居予定者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日か

ら起算して５年を経過していない者がある世帯 

 (キ) 同居予定者に小学校就学の始期に達するまでの者がある世帯 

イ 収入については、申込者及び同居予定者の過去１年間における所得税

法（昭和４０年法律第３３号）の例に準じて算出した所得金額の合計か

ら次に掲げる額を控除した額を１２で除した額とします。 

 (ア) 同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族１人につき３８万円 

 (イ) 同一生計配偶者で７０歳以上の者又は老人扶養親族１人につき１０

万円 

 (ウ) 特定扶養親族１人につき２５万円 

 (エ) 申込者又は(ｱ)に規定する者に障害者がある場合には、障害者１人に

つき２７万円（特別障害者の場合は、１人につき４０万円） 

 (オ) 申込者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合その寡婦又は寡夫１

人につき２７万円（所得金額が２７万円未満である場合には、当該所

得金額） 

⑸ 現に住宅に困窮していることが明らかな者 

⑹ 市町村税等を滞納していない者 

⑺ 申込者又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含みます。）が暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員でないこと。 

⑻ 条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者 

２ 受付期間、受付時間及び申込方法 

⑴ 受付期間及び受付時間 

   平成３１年１月２９日（火）から２月１日（金）までの午前８時３０分

から午後５時１５分までとします。 

 ⑵ 申込方法 

入居申込みは、住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次のアから

キまでの書類を添付の上、建設部市営住宅課（津市役所本庁舎６階）又は

市営住宅課久居分室（ポルタひさい南館１階）に申込者又は事情の分かる

家族の者が提出してください。 



  ア 申込者、同居予定者全員の市町村長の発行する所得・課税証明書。た

だし、津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例（平成２７年津市条例第４０号）第４条第２項又は第３項の規定に

より当該書類と同一の内容を含む特定個人情報（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号）第２条第８項に規定する特定個人情報をいいます。）を利用す

ることができるときは、当該書類の提出に代えることができます。 

  イ 申込者、同居予定者全員の住民票の写し 

  ウ 市町村税の完納証明書 

  エ 婚約中の者は、婚約証明書（市営住宅課所定の用紙） 

  オ 立ち退きを請求されている者はその証明書 

  カ 心身障害者については手帳（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手 

帳、療育手帳）、母子世帯については戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本） 

又は社会福祉事務所長の証明書 

  キ その他必要な書類 

３ 優先入居住宅への申込み 

  次の各号に掲げる者は、条例第１０条第３項に定める優先入居住宅の募集

がある場合、申込みを行うことができます。 

⑴ 条例第５条各号に該当する者 

⑵ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第

１項に規定する配偶者のない女子又は同条第２項に規定する配偶者のない

男子で２０歳に満たない児童と同居し、扶養している者 

⑶ 申込者又は同居予定者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起

算して５年を経過していない者 

⑷ 永住帰国を希望する中国残留邦人等 

⑸ 申込者が６０歳以上の者であり、同居予定者のいずれもが６０歳以上又

は１８歳未満の者 

⑹ １８歳未満の子が３人以上いる者 

⑺ 申込者又は同居予定者が心身障害者（身体障害者手帳１～４級、精神障

害者保健福祉手帳１～２級、療育手帳Ａ１（最重度）～Ｂ１（中度）の交

付を受けた者） 

 ⑻ 申込者又は同居予定者が戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦傷病 



者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程

度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同表第１号

表ノ３の第１款症である者 

４ 住宅入居申込書の配付 

住宅入居申込書は、平成３１年１月１６日（水）から２月１日（金）まで

の午前８時３０分から午後５時１５分までに、建設部市営住宅課及び市営住

宅課久居分室で配付します。ただし、土曜日及び日曜日は除きます。 

５ 選考及び抽選 

提出された申込書及び実情調査をもとに、入居資格要件に適合する者（以

下「入居適格者」といいます。）を選考します。 

  入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、津市営住宅等公 

 開抽選実施要綱（平成１８年訓第１８２号）に基づき、公開抽選会を行い、 

 入居決定者及び入居補欠者を決定し、その当選順に希望の住宅を選択します。

優先入居住宅のある抽選は、一般住宅の抽選に先立ち優先入居住宅の抽選を 

 行い、続いて一般住宅の抽選を入居適格者と先の優先入居住宅の落選者によ 

 り行います。 

  公開抽選会は、平成３１年２月２８日（木）の予定です。 

６ 募集住宅及び戸数 

 ⑴ Ａ区分住宅 

ア 白塚団地      １戸 

    津市白塚町５８番地３      鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ 

   家賃  １５，２００円 ～ ３３，１００円 

イ 高洲町アパート   ２戸（１戸） 単身世帯可 

    津市高洲町２０番１０号ほか   鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 

    家賃  １０，７００円 ～ ２４，６００円 

ウ 阿漕アパート    １戸 単身世帯可 

    津市柳山津興３１８番地     鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ 

  家賃   ８，８００円 ～ １４，５００円 

エ 藤方団地      １戸 

    津市藤方２９７番地       鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ 

家賃  １２，８００円 ～ ２８，２００円 

オ 雲出        １戸 単身世帯可 

  津市雲出長常町１０２６番地１  鉄筋コンクリート３階建 ２ＤＫ 



  家賃  ２０，６００円 ～ ４７，４００円 

カ 雲出        １戸 高齢世帯用 

  津市雲出長常町１０２６番地１  鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ 

  家賃  ２４，６００円 ～ ５６，５００円 

キ 中町団地      １戸 

    津市久居中町３６６番地     鉄筋コンクリート３階建 ３Ｋ 

  家賃  １０，７００円 ～ ２４，７００円 

ク 森団地       １戸 単身世帯可 

    津市森町２１３４番地          簡易耐火２階建 ２ＤＫ 

  家賃   ９，４００円 ～ １４，３００円 

ケ 桃里団地Ａ棟    １戸 車椅子使用世帯用 

    津市戸木町２１９１番地     鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 

  家賃  １８，６００円 ～ ４２，７００円 

コ 桃里団地Ｄ棟    １戸 

    津市戸木町２１９１番地    鉄筋コンクリート６階建 ２ＬＤＫ 

  家賃  ２０，６００円 ～ ４７，３００円 

⑵ Ｂ区分住宅 

ア 朝汐アパート    １戸 単身世帯可 

津市下弁財町津興８０２番地   鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ 

       家賃   ７，６００円 ～ １１，４００円 

イ 西城山アパート   １戸 単身世帯可 

    津市城山三丁目１０番３－４０５号 鉄筋コンクリート４階建  

２ＤＫ 

    家賃   ８，７００円 ～ １３，０００円 

括弧内の戸数は優先入居住宅の戸数で、募集戸数の内数です。 

家賃は、平成３０年度の月額家賃で、表示の範囲内で各入居世帯の収入

等に応じた家賃となります。 

   また、平成３１年度以降は、毎年度、入居者の収入や住宅規模等に応じ

た家賃となります。 

７ 入居の時期 

  平成３１年３月下旬の予定です。 



津市公告第１１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成３１年１月２２日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  平成３１年１月１８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市豊が丘一丁目３１７５番５３１、３１７５番５３２ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市春日町三丁目１７６番地３４ 

  株式会社レアルジャパン 

代表取締役 髙橋 栄 



 

 

津市公告第１２号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成３１年１月２８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

別紙のとおり 

































































津市上下水道事業告示第１号 

  津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）第１１条第１項及

び第４項の規定により、津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定

したので、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年津市水道事業

管理規程第１４号）第１０条第１号の規定により告示する。 

  平成３１年１月２４日 

 

津市上下水道事業管理者 田 村   学   

 

名  称 所 在 地 指定年月日 

株式会社エムテクト 津市河芸町千里ヶ丘３８番

地７ 

平成３０年１２月２０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市上下水道事業告示第２号 

  津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）第１１条第１項

及び第４項の規定により、津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指

定したので、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年津市水道事

業管理規程第１４号）第１０条第１号の規定により告示する。 

  平成３１年１月３０日 

 

津市上下水道事業管理者 田 村   学   

 

名  称 所 在 地 指定年月日 

有限会社丸新建設 津市中河原２０４５番地 平成３１年１月２２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市教育委員会告示第１号 

 教育委員会を次のとおり招集する。 

  平成３１年１月１８日 

 

      津市教育委員会教育長 倉 田 幸 則   

 

１ 招集の日時  

平成３１年１月２５日（金） 午後５時から 

２ 招集の場所  

津市教育委員会庁舎 ４階教育委員会室 

３ 会議の事件  

 ⑴ 平成３０年度津市一般会計補正予算（第８号）＜教委所管分＞について 

⑵ 津市幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正 

する条例（案）に係る意見について 

⑶ 津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部 

の改正について 

⑷ 津市郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部の改正について 

 

 

 



津市選挙管理委員会告示第３号 

津市公職選挙執行規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

平成３１年１月２３日 

 

津市選挙管理委員会 

委員長 後 藤   久 

 

津市公職選挙執行規程の一部を改正する告示 

津市公職選挙執行規程（平成１８年津市選挙管理委員会告示第２号）の一部

を次のように改正する。 

第１３条第１項中「第１１７条（個人演説会等開催の可否に関する管理者の

通知）」を「第１１７条（個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知）第

１項」に改める。 

 第１６条第１項中「第１６４条の５（街頭演説）第３項」を「第１６４条の

５（街頭演説）第２項」に改める。 

第１号様式及び第５号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

第６号様式の２中「あて先」を「宛先」に、「津市長選挙」を「（名  称） 

選挙」に改める。 

第６号様式の３中「津市長選挙」を「（名  称）選挙」に改める。 

第１３号様式（その１）から第１３号様式（その３）まで、第１７号様式及 

び第１８号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

第２２号様式中「あて先」を「宛先」に、「第１８０条」を「第１８０条第

３項」に改める。 

第２３号様式中「あて先」を「宛先」に、「第１８２条」を「第１８２条第 

１項」に改める。 

第２４号様式中「あて先」を「宛先」に、「第１８３条」を「第１８３条第 

３項」に改める。 

第２７号様式、第３２号様式及び第３３号様式中「あて先」を「宛先」に改 

める。 

附 則 

１ この告示は、平成３１年３月１日から施行する。 

２ この告示による改正後の津市公職選挙執行規程の規定は、この告示の施行

の日（以下「施行日」という。）以後その期日を告示される選挙について適



用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前

の例による。 

 



津市選挙管理委員会告示第４号 

津市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の一部を改

正する告示を次のように定める。 

平成３１年１月２３日 

 

津市選挙管理委員会 

委員長 後 藤   久 

 

津市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の一部 

を改正する告示 

津市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程（平成２１

年津市選挙管理委員会告示第７４号）の一部を次のように改正する。 

題名中「津市長」を「津市議会の議員及び津市長」に改める。 

第１条中「津市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例」 

を「津市議会の議員及び津市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に

関する条例」に改める。 

第１号様式中「津市長選挙」を「（名  称）選挙」に改める。 

第２号様式中「津市長選挙」を「（名  称）選挙」に、「津市長の選挙に

おける選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例」を「津市議会の議員及び津

市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例」に改める。 

第３号様式中「津市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する

条例」を「津市議会の議員及び津市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の

公営に関する条例」に、「津市長選挙」を「（名  称）選挙」に改める。 

第４号様式中「津市長選挙」を「（名  称）選挙」に改める。 

第５号様式中「津市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する

条例」を「津市議会の議員及び津市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の

公営に関する条例」に、「津市長選挙」を「（名  称）選挙」に改める。 

附 則 

１ この告示は、平成３１年３月１日から施行する。 

２ この告示による改正後の津市議会の議員及び津市長の選挙における選挙運

動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日（以下

「施行日」という。）以後その期日を告示される選挙について適用し、施行

日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。 



津市選挙管理委員会告示第５号 

 津市選挙投票区の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成３１年１月２３日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 後 藤   久 

 

   津市選挙投票区の一部を改正する告示 

 津市選挙投票区（平成１８年津市選挙管理委員会告示第３号）の一部を次の

ように改正する。 

 表津の部第１８投票区の項中「、上浜町六丁目西」を削り、同部第１９投票

区の項中「山の手ヒルズ」の次に「、上浜町六丁目西」を加え、同表久居の部

第６８投票区の項中「本町３」の次に「、シェルメール久居駅前」を加え、同

部第７４投票区の項中「、サン・コーポラス北口」を削る。 

附 則 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の津市選挙投票区の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を 

公示され、又は告示される選挙について適用する。 

 


